
 

 

 

 

 

 

 

 

● 令和３年４月１日以降は、指定医療機関の追加(変更申請)が不要になります。 

● 北九州市内をはじめ、全国の都道府県及び政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば受給者証が使用 

でき、難病医療費の助成を受けることができます。 

● 現在、既に受給者証をお持ちの方については、令和３年４月１日以降に自己負担上限額の変更などに伴い、新たに 

   交付する受給者証から順次、『各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関』との記載に切替えを 

行います。 

※ 現在の受給者証の有効期間の終了日（通常は、令和３年１０月３１日）までに新たに受給者証を交付す 
る理由がなかった場合は、更新後に交付する受給者証からの記載になります。 

● 難病指定医療機関かどうかの確認は、各医療機関が所在する各都道府県または政令指定都市のホームページで確 

   認できます。また、難病情報センターのホームページの「難病指定医療機関・難病指定医のご案内」に全国の都道府 

県、政令指定都市の掲載先アドレスのリンクが貼ってありますので、ご利用されると便利です。 

（掲載アドレス） https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308 
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北九州市　難病相談支援センター

　 各都道府県または政令指定都市の指定する
難病指定医療機関

　その他指定難病の医療の受給に関しての問い合わせは，下記または最寄の区役所に連絡してください。

　指定医療機関に対するお願い。

　指定難病の対象療養に係る高額療養費の自己負担上限額については，入院療養に限り多数回該当が適用となる場合があります。指定医療機関に
おかれましては，当該制度における入院療養について，個人単位，医療機関単位で多数回該当の適用の有無について確認した上で診療報酬の請求
をお願いします。

※緊急その他やむを得ない場合については，上記以外の指定医療機関でも受診することができます。

　この証を交付された方は，標記の疾病について，この証の表面に記載された金額を限度とする自己負担上限額までを医療機関に対
して支払うことで保険診療を受けることが可能となります。

　本事業の対象となる医療は，医療受給者証に記載された疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療に限られていま
す。

　保険医療機関等において診療を受ける場合，被保険者証や組合員証に添えて，この証を必ず窓口に提出してください。

　氏名，居住地，加入している医療保険に変更があったときは，北九州市長にその旨を届け出てください。また、受診している医療機関
等に変更があったときは、速やかに北九州市長に変更の申請をしてください。

　治癒，死亡等で受給者の資格がなくなったとき，又は市外に転出したときは，この証を速やかに北九州市長に返還してください。返還
を求められてこれに応じない場合、関係法令により処罰される場合があります。

　この証を破損したり，汚したり又は紛失した場合は，北九州市長に再交付の申請を行ってください。

　この証の有効期間満了後も引き続き継続を希望する場合には，必ず有効期間内に所定の手続を行ってください。
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令和３年４月１日以降から 

◆ 現在お持ちの受給者証に記載のない難病指定医療機関でも受給者証を使用できる 

  ようになります。 

◆ 北九州市が交付する「特定医療費（指定難病）受給者証」の指定医療機関の記載

を「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」に一本化します。 

 

 

各都道府県または政令指定都市 

の指定する難病指定医療機関 

特定医療費(指定難病)の医療費助成対象となる指定医療機関の取り扱いの変更 

及び受給者証に記載する指定医療機関の記載方法の変更について 

 

① 受給者証の利用方法については、これまでと変更ありません。 

② これまでと同様に、難病指定医療機関以外の医療機関では医療費助成の対象になりません。 

また、難病指定医療機関であっても、受給者証に記載された病名に関係ない治療等は医療費助成の対象となりません。 

③ 現在お持ちの受給者証でも、北九州市内をはじめ、全国の都道府県及び政令指定都市の 

難病指定医療機関であれば受給者証を使用でき、医療費の助成を受けることができます。 

④ 北九州市以外が発行する受給者証については、各都道府県又は政令指定都市によって取り扱いが異なります。北九州

市外に転居される際はご注意ください。 

難病情報センター 指定医療機関 

 

検索 

 

（お問合せ先） 北九州市保健福祉局 難病相談支援センター（医療費助成担当） 

TEL 093-522-8762 

 



                              

 


